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【金融円滑化法終了　パート２】
前回のレポートでは、中小企業金融円滑化法

の終了について、金融機関の側からの事情を説
明しました。今回は、中小企業の側、特に金融円
滑化法を利用して返済猶予を受けている中小企
業の方々が、これからどうしたら良いのかアド
バイスを送りたいと思います。
中小企業からみた金融円滑化法の目的とは、返

済の猶予を受けている一定期間の内に、経営を改
善していくことにありました。しかし、法律が施行
された時よりも景気は悪化していると感じる方の
ほうが多いのではないでしょうか。返済を再開で
きる企業は、ほんの一握りと思います。
金融機関の側でも、その辺りの事情はよく理

解していますが、前回説明した通り、彼らにも彼
らの事情があります。全ての先に金融円滑化法
と同じような対応は出来ません。業種、規模、決
算状況、担保状況、取引金融機関等の各種判断材
料を総合して対応方針が決まります。ここでは、
決算状況にポイントを当てて、金融機関の対応
とその対処方法について説明していくことにし
ます。

（１）黒字決算（黒字決算ではあるが、債務が大
きく、債務返済には長期を要するケース）
一般的に金融機関は返済の再開を求めてくる

と思われます。しかし、返済猶予の継続が認めら
れる公算大ですので、無理に返済再開する必要
はないと考えます。返済再開したからといって、

すぐに新規の資金が調達できるとは限りません。
経営改善計画書にて長期的な返済計画を立案し、
余裕を持った返済をしていくことです。設備等
については、黒字決算ですのでリース調達が可
能でしょう。

（２）赤字決算・自己資本の毀損小（赤字決算で
はあるが、債務はさほど大きくなく、自己資本の
毀損も小さいケース）
返済猶予継続のハードルが高くなることが懸

念されます。しかし、金融機関の指示どおりに無
理な返済をしていっては、いずれ、資金繰り破綻
が待っています。赤字なのですから、本来は何ら
かの方法で資金調達しなければ回りませんので、
金融機関に資金を引き揚げられてはたまりませ
ん。日々、資金繰りで頭がいっぱいになり、商売
どころではなくなります。安易に返済再開を同
意してはいけません。真摯に金融機関と話し合っ
てください。取引先や従業員、また、その家族の
ことを思えば、金融機関との交渉など、突破でき
るはずです。もちろん、黒字転換のための改善策
は必須です。ただし、今回継続出来たとしても、
次は無いとの覚悟で、黒字転換しなくてはなり
ません。

（３）赤字決算・自己資本の毀損大
金融安定化法終了により、最も影響を受けま

す。次回に詳しく述べてみたいと思います。
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